
「タカタ株式会社関連相談窓口」を設置

当協会では、今般のタカタ株式会社の民事再生法の適用申請を受け、今後、同社に関

連する中小企業・小規模事業者が経営上の困難等に陥る可能性があることから、平成 29

年 6 月 26 日に「タカタ株式会社関連相談窓口」を設置しました。 

タカタ株式会社の民事再生法の適用申請により影響を受ける中小企業・小規模事業者

を対象として資金繰り等の関する相談を受け付けています。 

詳しくは、各事務所および各支所の相談窓口へご相談ください。 
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